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バックホウの用途外使用の禁止 １

クレー
ン仕様
の吊り
荷重表
示

通常のフック
（クレーン仕様の場合は使
用しない！）

格納型フック
（クレーン使用時のフック）
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バックホウの用途外使用の禁止 ２
バックホウは本来、掘削機械であり、杭打ちや資材の吊り上
げ等に使用すべきではなく、適正に使用する必要があります。
労働安全衛生規則
（主たる用途以外の使用の制限）
第百六十四条 事業者は、車両系建設機械を、パワー・ショベルによる荷のつり上
げ、クラムシェルによる労働者の昇降等当該車両系建設機械の主たる用途以外の用
途に使用してはならない。
２ 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しない。
一 荷のつり上げの作業を行う場合であつて、次のいずれにも該当するとき。
イ 作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行上必要なとき。
ロ アーム、バケット等の作業装置に次のいずれにも該当するフック、シャックル
等の金具その他のつり上げ用の器具を取り付けて使用するとき。
（１） 負荷させる荷重に応じた十分な強度を有するものであること。
（２） 外れ止め装置が使用されていること等により当該器具からつり上げた荷が
落下するおそれのないものであること。
（３） 作業装置から外れるおそれのないものであること。
二 荷のつり上げの作業以外の作業を行う場合であつて、労働者に危険を及ぼすお
それのないとき。
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バックホウの用途外使用の禁止 ３

掘削作業の一
環・一時的で
あること

現場が狭いこ
と
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バックホウの用途外使用の禁止 ４

この現場のように移動式クレーンを搬入するスペースが十分にあり、
しかも掘削作業の一環とはいえない場合は、油圧ショベルなどによる
荷の吊り上げ作業を行うことはできません。

作業条件が良い場合は、クレーン車を使用する。
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バックホウの用途外使用の禁止 ５
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バックホウの用途外使用の禁止 ６









どんな危険がひそんでいるか？

○バックホウで掘削作業をしています。

○床を仕上げる為、前に移動しています。

掘削作業



どんな危険がひそんでいるか？

○コンクリート管の積みおろし作業をしています。

○作業員がコンクリート管の位置を微調整しています。

準備工



どんな危険がひそんでいるか？

○ハンドガイドローラ及びタイヤローラで盛土作業をしています。

盛土作業



どんな危険がひそんでいるか？

○クレーン仕様のバックホウで側溝の設置作業をしています。

○その側で基礎砂利の転圧作業をしています。

バックホウ作業



どんな危険がひそんでいるか？

○コンクリートをコンクリートホッパーに入れようとしています。

○コンクリートの中に入り打設作業をしています。

コンクリート打設作業
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ドラグショベルにひかれて死亡 　 

  

 
 

 本災害は、道路拡幅工事に伴う配水施設の設置作業において、エンジンを
かけたまま待機していたドラグショベルの運転席の床に、その日の作業で
使用した作業用具を被災者が運び入れたところ、作業用具の一部が走行ペ
ダルに乗ったためにドラグショベルが動き、被災者がひかれたものであ
る。 
　本工事は、道路に配水施設としてのU字溝を設置するもので、 
1.　ドラグショベルを用いて側溝の設置部分を長さ20メートル掘削する。 
2.　掘削溝に砕石を敷く。 
3.　U字溝を掘削溝に設置する。 
4.　ドラグショベルを用いて掘削溝の隙間を埋め戻す。 
5.　ドラグショベルを用いて周辺を整地する。 
　という手順を繰り返し行うものである。 
　災害発生当日は、ドラグショベルの運転、側溝の目地塗り、掘削作業の
補助、道具・材料の運搬・取りそろえ等を7人で分担して作業していた。
午後4時過ぎになり、その日のU字溝設置部分の埋め戻しが終了したた
め、ドラグショベルを運転していた作業指揮者Aは付近の整地作業を始め
た。 
　作業終了時間直前となり、Aはドラグショベルのエンジンをかけたま
ま、上部旋回体を左に90度旋回した形で、運転席から全体の作業を見渡
していた。 
　このとき、被災者が後片付けをしながらドラグショベルに接近し、両覆
帯の間に立って、開いていた運転席の床に持ってきた作業用具を置いた。
この用具の一部が、左側覆帯の前後進操作用ペダルに乗ってしまい、機体
が被災者側に回転運動した。 
　Aは、機体を停止させようとしたが間に合わず、被災者の腰部をひいて
しまった。 
 

 [1]　運転者以外の労働者を原動機をかけた状態の車両系建設機械に近づ
かせたこと。 
[2]　作業用具が車両系建設機械の前後進操作用のペダルに触れたこと。 
[3]　ドラグショベルの運転者が、操作ロック(サイドブレーキ)をかけてい
なかったこと。 
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安全衛生情報センター

 [1]　運転中の車両系建設機械に接触することにより労働者に危険が生ず
るおそれのある個所に労働者を立ち入らせないこと。 
[2]　車両系建設機械を一時停止するときには、操作ロック(サイドブレー
キ)をかける、または原動機を止める等により、不意の動作を防ぐ措置を
講ずること。 
[3]　運転者以外の労働者が運転操作用の機器に触れることがないよう十
分な安全教育を実施すること。 

 

業種 その他の土木工事業 

事業場規模 － 

機械設備・有害物質の種類(起因物) 掘削用機械 

災害の種類(事故の型) はさまれ、巻き込まれ 

建設業のみ 工事の種類 その他の土木工事 

災害の種類 パワーショベル等 

被害者数 死亡者数：1人 休業者数：－ 
不休者数：－ 行方不明者数：－ 

発生要因(物) 

発生要因(人) 

発生要因(管理) 
 

NO.556 

アンケートにご協力下さい。 
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